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府営住宅整備における環境配慮
背 景

• 地球規模の課題である気候変動問題の解決に向けて
2015年にパリ協定が採択され、日本政府は2020年
10月、2050年カーボンニュートラルの目標を宣言し
た。それに伴い、各分野での目標を設定。

• 建築物分野では、省エネ対策の加速、木材利用の促
進。

• 建築物省エネ法の改正により、新築住宅もZEH水準
の省エネ性能の確保を目指し、将来的にストック平
均でZEH水準を目指す。また、「脱炭素社会の実現
に資する等のための建築物等における木材の利用の
促進に関する法律」の施行により、住宅の木材利用
を促進。

• 府営住宅については、2022年度に整備基準を見直し、
建替えについては、ZEH水準の省エネ性能を満たす
こと及び太陽光発電設備を行うこととした。

論 点

○建替事業や改善事業等の目指すべき方向性
• 建替え住宅は、ZEH水準の省エネ性能を確保し、木
造化や木質化により、木材利用の促進を行う。また、
太陽光発電設備の設置を行う。

• 既存ストックについては、外壁・屋根改修、子育て
住戸改修等に合わせて、断熱性能を改善し、住棟、
住戸の省エネ性能の向上を目指す。

• また、設備機器（給湯器、給水ポンプ、照明器具、
昇降機）については、エネルギー効率の高い機器に
更新することにより、省エネ性能の向上を目指す。
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府営住宅整備における環境配慮
①府営住宅における省エネルギー対策

■公営住宅法に基づく府営住宅等の整備の基準に関する条例
（温室効果ガスの排出の抑制等）

第４条 府営住宅等は、温室効果ガスの排出の抑制並びに吸収作用の保全及び強化に配
慮して整備するものとする。

（住宅の基準）

第10条 ２住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネル
ギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講じるものとする。

■公営住宅法に基づく府営住宅等の整備の基準に関する条例に基づく措置

１条例第10条第２項の措置は、住宅が建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法
律（平成27年法律第53号）第35条第１項第一号の規定に基づく建築物エネルギー消費性
能誘導基準（ただし、公営住宅の借上げの場合は同法第２条第１項第三号の規定に基づく
建築物エネルギー消費性能基準、これらにより難い場合は住宅の品質確保の促進等に関す
る法律（平成11年法律第81号）第３条の２第１項の規定に基づく評価方法基準（平成13
年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。）第５の５の５－１（３）
の等級４の基準）を満たすこととなる措置とする。また、気候風土や高層等により合理的
な再生可能エネルギーの活用が困難でやむを得ない場合等を除き、太陽光発電設備の設置
（敷地内に設置した太陽光発電設備の活用も含む。）を行うこととする。

■建替え、既存ストックでの取組
・断熱性能の向上（建替え、住戸内改修に合わせた外壁面、天井面の断熱）

・太陽光発電設備の設置（建替え住棟、既存集会所）

・設備機器の省エネ化（給湯器、給水ポンプの更新）

・LED照明器具への取替（現在は不具合時に順次取替、今後は計画的に取替えを行う）

京都府は地域区分５or６

※ UA ：断熱性能の指標。数値が小さいほど断熱性能が高い。
※冷房期の平均日射熱取得率（ηAC）：夏の窓などから建物内部にどれだけ日射熱が侵入するかを示す指標。

数値が小さいほど、夏場の室温上昇を抑える効果が高い。

■城南団地（設計値） BEI：0.61、UA：0.32、 ηAC：0.8
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府営住宅整備における環境配慮
②府営住宅における木材利用について

■公営住宅法に基づく府営住宅等の整備の基準に関する条例
（温室効果ガスの排出の抑制等）

第４条 府営住宅等は、温室効果ガスの排出の抑制並びに吸収作用の保全及び強化に配慮
して整備するものとする。

■京都府府内産木材の利用等の促進に関する条例
（府の公共建築物等の府内産木材による木造化等）

第７条 府は、府が整備する建築物その他の工作物であって、公共の用又は公用に供する
もの（以下「公共建築物等」という。）の整備に当たっては、知事が定めるところにより、
府内産木材の利用による木造化を行うものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限り
でない。（中略）

２府は、前項に定めるもののほか、公共建築物等の整備に当たっては、府内産木材の利用
による木質化に努めるものとする。

■京都府産木材の利用の促進に関する基本方針
１木材の利用の促進を図る公共建築物

（１）対象

府の各種庁舎のほか、教育施設、文化施設、運動施設、福祉施設、医療施設、農林水産
業関連施設等の府民が利用する公共建築物や府営住宅とする。

（２）積極的に「木造化」を促進する公共建築物の範囲（条例第７条第１項）

「高さ16ｍ（階数３階）以下、かつ延べ面積3,000㎡以下」の施設は、原則、京都府産
木材の利用による「木造化」に努める（木造化は混構造の採用も検討）

■取組
・建て替え時に住棟、集会所を木造で計画し、府内産木材を使用
・住戸内改修で間仕切り下地材に府内産木材を使用

■京都府産木材の利用の促進に関する基本方針（第４、別紙）

城南団地（木造3階建て） 芥子谷団地（集会所）
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建築分野の環境配慮
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